
  条第２項に掲げる額）

2 億円未満 1,400 万円 220 万円 60 万円

2 億円以上 4 億円未満 1,400 万円 220 万円 90 万円

4 億円以上 7 億円未満 1,400 万円 220 万円 150 万円

7 億円以上 10 億円未満 1,400 万円 260 万円 180 万円

10 億円以上 15 億円未満 1,400 万円 280 万円 200 万円

15 億円以上 20 億円未満 1,400 万円 300 万円 220 万円

20 億円以上 30 億円未満 1,400 万円 320 万円 240 万円

30 億円以上 40 億円未満 1,400 万円 360 万円 260 万円

40 億円以上 50 億円未満 1,400 万円 380 万円 280 万円

50 億円以上 60 億円未満 1,400 万円 460 万円 320 万円

60 億円以上 70 億円未満 1,400 万円 540 万円 380 万円

70 億円以上 80 億円未満 1,600 万円 600 万円 440 万円

80 億円以上 150 億円未満 2,000 万円 760 万円 540 万円

150 億円以上 300 億円未満 2,400 万円 920 万円 640 万円

300 億円以上 500 億円未満 2,600 万円 960 万円 680 万円

500 億円以上 700 億円未満 2,800 万円 1,060 万円 760 万円

700 億円以上 1,000 億円未満 3,000 万円 1,100 万円 800 万円

1,000 億円以上 1,500 億円未満 3,200 万円 1,200 万円 860 万円

1,500 億円以上 2,000 億円未満 3,600 万円 1,320 万円 940 万円

2,000 億円以上 3,000 億円未満 4,000 万円 1,520 万円 1,080 万円

3,000 億円以上 4,000 億円未満 5,000 万円 1,840 万円 1,320 万円

4,000 億円以上 5,000 億円未満 6,000 万円 2,200 万円 1,580 万円

5,000 億円以上 1 兆円未満 7,000 万円 2,600 万円 1,860 万円

1 兆円以上 2 兆円未満 9,000 万円 3,400 万円 2,400 万円

2 兆円以上 1兆円につき 2,000 万円 600 万円 500 万円

第１種旅行業の登録を
受けた保証社員

第２種旅行業の登録を
受けた保証社員

第３種旅行業の登録を
受けた保証社員

  前事業年度における旅行業務に

  関する旅行者との取引の額（旅

  行業法施行規則第６条の２第１

  項に掲げる場合にあっては、同

弁済業務保証金分担金の額


